
┏ ┓  ～ ひ と り 親 家 庭 の 自 立 を サ ポ ー ト す る ～  

┗ ■   Y E L L な が さ き  メ ー ル マ ガ ジ ン V o l . 1 1 8  2 0 2 0 . 4 . 1 5 配 信  

 ┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

こ の メ ー ル マ ガ ジ ン は 、 情 報 提 供 を 希 望 す る 登 録 者 の み な さ ま  

及 び ス タ ッ フ が 名 刺 交 換 を さ せ て い た だ い た 方 へ  

お 送 り し て い ま す 。  

 

_ / _ / _ / _ /  I  N  D  E  X  _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

 

・ 特  集 … … … … 民 事 執 行 法 改 正 「 財 産 開 示 手 続 」 有 効 性 の 向 上  

・  5 月 の 予 定 … … Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談  

・ 編 集 後 記 … … … 次 回 特 集 は 「 第 三 者 か ら の 情 報 取 得 手 続 」 で す  

 

■  特  集  ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 民 事 執 行 法 改 正 「 財 産 開 示 手 続 」 有 効 性 の 向 上  

 

「 民 事 執 行 法 及 び 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上 の 側 面 に 関 す る 条 約 の

実 施 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 が 、 2 0 2 0（ 令 和 2 年 ） 年

4 月 1 日 か ら 施 行 さ れ ま し た 。  

こ れ に 関 し て 「 取 り 決 め た 養 育 費 を 不 払 い に し て い る 元 配 偶 者 か ら

養 育 費 回 収 が し や す く な っ た と 聞 い た の で す が 」 等 の 問 合 わ せ が

Y E L L な が さ き に ご ざ い ま す 。  

そ こ で 、 問 合 せ が 多 か っ た 内 容 を 踏 ま え て 、 養 育 費 回 収 の 観 点 か ら

『 財 産 開 示 手 続 』 に 焦 点 を 当 て て 少 し 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。  

 

※ 財 産 開 示 手 続 と は  

養 育 費 を 払 っ て も ら い た い 人 が 、相 手 の 財 産 を 差 し 押 さ え た い 場 合 、

ど の 様 な 財 産 が あ る の か が 分 か ら な け れ ば 差 押 手 続 き に 進 め ま せ ん 。 



そ の た め 裁 判 所 に 申 し 立 て る こ と に よ っ て 相 手 方 の 財 産 を 開 示 さ せ

る 手 続 の こ と で す 。  

財 産 開 示 手 続 は 、 養 育 費 の 金 額 や 支 払 い 時 期 が 明 確 に 記 載 さ れ た 調

停 調 書 、 審 判 書 、 判 決 書 、 仮 執 行 宣 言 付 判 決 を 得 た 、 公 正 証 書 （ 強

制 執 行 認 諾 文 言 付 ） 等 と い っ た 「 債 務 名 義 」 が な け れ ば 利 用 で き ま

せ ん 。  

 

Ｑ １ ： 取 り 決 め た 養 育 費 を 払 わ な か っ た 人 は 処 罰 さ れ る よ う に な っ

た と 聞 い た の で す が 。  

Ａ １ ： た だ ち に 処 罰 さ れ る 訳 で は あ り ま せ ん 。  

処 罰 さ れ る の は 「 養 育 費 を 請 求 す る 側 が 裁 判 所 に 申 し 立 て る

こ と に よ っ て 実 施 さ れ る 『 財 産 開 示 手 続 』 を 無 視 し て 出 頭 に

応 じ な い 人 、 出 頭 し て も 財 産 情 報 を 話 さ な い 人 、 嘘 の 回 答 を

し た 人 」 で す 。  

こ の 罰 則 が 法 改 正 で 強 化 さ れ て 「 6 ヶ 月 以 上 の 懲 役 、 ま た は

5 0 万 円 以 下 の 罰 金 」 と い う 刑 事 罰 に 変 更 さ れ ま し た 。  

そ の た め 養 育 費 不 払 い 者 が 財 産 開 示 手 続 に 適 切 に 応 じ な か っ

た 場 合 前 科 が つ い て し ま う の で 、『 財 産 開 示 手 続 』の 有 効 性 の

向 上 が 期 待 さ れ て い ま す 。  

 

Ｑ ２ ： 離 婚 時 の 取 り 決 め 内 容 を 公 正 証 書 に し て 、 養 育 費 が 支 払 わ れ

な か っ た 場 合 の 強 制 執 行 認 諾 文 言 も あ り ま す 。 財 産 開 示 手 続

は 可 能 で し ょ う か 。  

Ａ ２ ： 可 能 で す 。  

今 回 の 法 改 正 に よ り 申 立 権 者 が 拡 大 さ れ 、 仮 執 行 宣 言 付 判 決

を 得 た 方 、 公 正 証 書 （ 強 制 執 行 認 諾 文 言 付 ） で も 財 産 開 示 手

続 の 申 立 が で き る よ う に な り ま し た 。  

 

Y E L L な が さ き で は 養 育 費 に 関 す る お 悩 み も 含 め て 相 談 を 承 り ま す 。 

ま た 弁 護 士 に よ る 定 期 法 律 相 談 を 毎 月 第 三 水 曜 日 1 3 時 ～ 1 6 時 に お



一 人 様 1 回 3 0 分 （ 事 前 予 約 制 ） で 実 施 し て お り ま す 。  

養 育 費 の 取 り 決 め 内 容 を 先 述 し た 「 債 務 名 義 」 と す る た め の 専 門 的

な ア ド バ イ ス も ご 相 談 で き ま す の で 是 非 お 問 合 せ く だ さ い 。  

 

■  5 月 の 予 定  ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 「 Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談 」  

  5 月 2 0 日 （ 水 ） 1 3 : 0 0～ 1 6 : 0 0  《 事 前 予 約 受 付 中 》  

5 月 の 担 当 弁 護 士 は 池 内  愛  弁 護 士（ 長 崎 県 弁 護 士 会 所 属 ）で す 。 

池 内 愛 法 律 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ h t t p : / / a i - l o . c om /  

 

※ 日 程 等 合 わ な い 場 合 は ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 遠 方 の 方 で 来 所 相 談 が 難 し い 場 合 は 、 電 話 法 律 相 談 も  

 行 な っ て お り ま す 。 ま ず は お 問 合 せ く だ さ い 。  

 

■  編 集 後 記  ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 次 回 特 集 は 「 第 三 者 か ら の 情 報 取 得 手 続 」 で す  

「 取 り 決 め た 養 育 費 の 回 収 」 と い う 観 点 か ら 、 冒 頭 の 特 集 を 説 明 さ

せ て い た だ き ま し た が 、 次 回 も 同 様 の 観 点 で 表 題 を 取 り 上 げ ま す 。  

 

ま た 法 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ を 下 記 に 貼 付 ま す の で ご 参 照 く だ さ い 。  

U R L： h t t p : / /www .mo j . g o . j p /M IN J I /m i n j i 0 7 _ 0 0 2 4 7 . h tm l  

「 民 事 執 行 法 及 び 国 際 的 な 子 の 奪 取 の 民 事 上 の 側 面 に 関 す る 条 約 の

実 施 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に つ い て 」  

 

最 後 ま で 読 ん で い た だ い て あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 

_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

http://ai-lo.com/
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

